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川崎市葬祭条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 改正後 改正前 

○川崎市葬祭条例 ○川崎市葬祭条例 

昭和27年９月22日条例第33号 昭和27年９月22日条例第33号

（使用許可） （使用許可） 

第５条 葬祭場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければ

ならない。 

第５条 葬祭場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければ

ならない。 

（使用料） （使用料） 

第６条 市長は、前条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）から別

表に定める使用料を徴収する。 

第６条 市長は、前条の許可を受けた者（以下「使用者」という。）から別

表に定める使用料を徴収する。 

２ 使用料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認め

るときは、分納させ、又は後納させることができる。 

２ 使用料は、その都度徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認め

るときは、分納させ、又は後納させることができる。 

資料 １
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 改正後 改正前 

別表（第６条関係） 別表（第６条関係） 

種別 

金額 

付記 種別 

金額 

付記 

市内居住者市外居住者 市内居住者市外居住者

火葬料１体 4,500円 60,000円12歳以上   火葬料１体 4,500円 60,000円12歳以上  

 3,000円 30,000円12歳未満   3,000円 30,000円12歳未満  

 1,500円 15,000円死産児   1,500円 15,000円死産児  

 遺体保管料１体１日 1,000円 3,000円   遺体保管料１体１日 1,000円 3,000円  

 休 憩

室 使

用 料

１回 

かわさき南部斎

苑 

4,000円 12,000円50人用   休憩室使用料１回 4,000円 12,000円（新設） 

 か わ

さ き

北 部

斎苑 

Ａ 4,000円 12,000円50人用   （新設） （新設） （新設） 

Ｂ 2,000円 6,000円25人用 （新設） （新設） （新設） 

 斎 場

使 用

料 １

か わ

さ き

南 部

Ａ区画し

ない場

合 

80,000円 240,000円200人用 (１) 通夜及び告

別式をもって１

回とする。 

  斎 場

使 用

料 １

か わ

さ き

南 部

Ａ区画し

ない場

合 

80,000円 240,000円200人用 (１) 通夜及び告

別式をもって１

回とする。 
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 改正後 改正前 

 回 斎苑 区画す

る場合

40,000円 120,000円100人用 (２) 通夜又は告

別式のみに使用

する場合の使用

料については、そ

れぞれの額の２

分の１の額とす

る。 

  回 斎苑 区画す

る場合

40,000円 120,000円100人用 (２) 通夜又は告

別式のみに使用

する場合の使用

料については、そ

れぞれの額の２

分の１の額とす

る。 

 Ｂ 区画し

ない場

合 

40,000円 120,000円100人用   Ｂ 区画し

ない場

合 

40,000円 120,000円100人用

区画す

る場合

20,000円 60,000円50人用   区画す

る場合

20,000円 60,000円50人用  

 Ｃ 20,000円 60,000円50人用   Ｃ 20,000円 60,000円50人用  

 か わ

さ き

北 部

斎苑 

Ａ 60,000円 180,000円200人用   か わ

さ き

北 部

斎苑 

Ａ 60,000円 180,000円200人用

 Ｂ 30,000円 90,000円100人用   Ｂ 30,000円 90,000円100人用

Ｃ区画し

ない場

合 

15,000円 45,000円50人用 （新

設）

（ 新

設）

（新設） （新設） （新設）

区画す

る場合

7,500円 22,500円25人用 （ 新

設）

（新設） （新設） （新設）

備考 市内居住者に係る使用料は、死亡者にあっては死亡時の住所が、死 備考 市内居住者に係る使用料は、死亡者にあっては死亡時の住所が、死
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 改正後 改正前 

産児にあっては分べん時の父又は母の住所が本市の区域内にある場合

に適用し、市外居住者に係る使用料は、その他の場合に適用する。 

産児にあっては分べん時の父又は母の住所が本市の区域内にある場合

に適用し、市外居住者に係る使用料は、その他の場合に適用する。 
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川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例 ○川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例 

昭和46年３月23日条例第14号 昭和46年３月23日条例第14号

（支給の制限） （支給の制限） 

第７条 手当は、被認定者の基準日が属する年の前年の所得が、その者の所

得税法（昭和40年法律第33号）に規定する同一生計配偶者及び扶養親族（以

下「扶養親族等」という。）の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等

の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号。以下「政令」という。）

第７条に定める額を超えるときは、当該基準日が属する年度は、支給しな

い。 

第７条 手当は、被認定者の基準日が属する年の前年の所得が、その者の所

得税法（昭和40年法律第33号）に規定する控除対象配偶者及び扶養親族（以

下「扶養親族等」という。）の有無及び数に応じて、特別児童扶養手当等

の支給に関する法律施行令（昭和50年政令第207号。以下「政令」という。）

第７条に定める額を超えるときは、当該基準日が属する年度は、支給しな

い。 

２ 前項に定めるもののほか、手当は、被認定者と生計を同じくするその配

偶者又は被認定者の生計を維持するその扶養義務者の基準日が属する年の

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令第２条第

２項で定める額以上であるときは、当該基準日が属する年度は、支給しな

い。 

２ 前項に定めるもののほか、手当は、被認定者と生計を同じくするその配

偶者又は被認定者の生計を維持するその扶養義務者の基準日が属する年の

前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令第２条第

２項で定める額以上であるときは、当該基準日が属する年度は、支給しな

い。 

３ 被認定者、被認定者と生計を同じくするその配偶者又は被認定者の生計

を維持するその扶養義務者が法第９条第１項に規定する被災者に該当する

場合において、その損害を受けた日の属する年度（同日がその属する年度

の基準日後である場合は、当該年度の翌年度）の手当については、当該被

災者の所得に関しては、前２項の規定を適用しない。 

３ 被認定者、被認定者と生計を同じくするその配偶者又は被認定者の生計

を維持するその扶養義務者が法第９条第１項に規定する被災者に該当する

場合において、その損害を受けた日の属する年度（同日がその属する年度

の基準日後である場合は、当該年度の翌年度）の手当については、当該被

災者の所得に関しては、前２項の規定を適用しない。 

４ 第１項及び第２項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、被認

定者が基準日の前日において20歳未満の者である場合にあっては障害児福

祉手当の例に、同日において20歳以上の者である場合にあっては特別障害

者手当の例による。 

４ 第１項及び第２項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、被認

定者が基準日の前日において20歳未満の者である場合にあっては障害児福

祉手当の例に、同日において20歳以上の者である場合にあっては特別障害

者手当の例による。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

資料 ２
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改正後 改正前 

２ 改正後の川崎市在宅重度重複障害者等手当支給条例第７条第１項の規定

は、平成31年度以後の年度分の在宅重度重複障害者等手当の支給の制限に

ついて適用し、平成30年度分までの在宅重度重複障害者等手当の支給の制

限については、なお従前の例による。 



議案第１４５号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市等々力老人いこいの家 

(2) 所在地 川崎市中原区等々力１番１号 

(3) 設置条例 川崎市老人いこいの家条例 

(4) 設置目的 老人に対し、健全ないこいの場を提供し、もって老人の心身の健

康増進を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 ① いこいの家事業に関する業務 ② 利用の許可に関する業務

③ 利用者意見等の把握に関する業務 ④ セルフモニタリング、

本市が行うモニタリング、評価に必要な書類の作成及び提出に関

する業務 ⑤ 施設等の維持管理に関する業務 ⑥ いこいの家の

備品等器具の管理及びこれらの使用に関する業務 ⑦ 管理人の

研修に関する業務 ⑧ 社会資源の活用等に関する業務 ⑨ 安全

管理に関する業務 ⑩ 個人情報の保護に関する業務 ⑪ 運営の

透明性、説明責任、苦情処理等に関する業務 ⑫ 本市及び本市が

事業を委託した団体が実施する事業への協力、支援に関する業務

⑬ 災害時の対応に関する業務 ⑭ 福祉事務所・地域包括支援セ

ンターとの連携 ⑮ その他に関する業務 

(6) 現在の管理者 社会福祉法人 川崎市中原区社会福祉協議会 

(7) 現在の管理運営費 ４４，６８２，２９１円（中原区いこいの家７施設） 

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会 

所 在 地 川崎市中原区今井上町１番３４号 

代 表 者 名 会長 青木 英光 

設 立 年 月 平成８年４月１日 

基 本 財 産 

又は資本の額 

１億３，０７８万９，２４２円 

職 員 数 

又は従業員数 

理事１４名、監事３名、職員３８名 

設 立 目 的 川崎市中原区における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の

健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を

図ることを目的とする。 

事 業 概 要 

（２８年度） 

(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及

び助成 

(4) (1)から(3)のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るた

めに必要な事業 

(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡 

(6) 共同募金事業への協力 

(7) ボランティア活動の振興 
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(8) 川崎市福祉パルなかはらの受託経営 

(9) 川崎市老人いこいの家（７か所）の管理・経営 

(10) 中原区あんしんセンター事業（日常生活自立支援事業） 

(11) 川崎市中原老人福祉センターの管理・経営 

(12) その他この法人の目的達成のため必要な事業 

決   算 

（２８年度） 

事業活動収入計(1)            １４２，１２３，８５４円 

事業活動支出計(2)            １４３，０２６，１２９円 

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        △９０２，２７５円 

施設整備等収入計(4)                     ０円 

施設整備等支出計(5)                     ０円 

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              ０円 

その他の活動収入計(7)                    ０円 

その他の活動支出計(8)                    ０円 

その他の活動資金収支差額(9)=(8)-(7)              ０円 

予備費支出計 (10)                       ０円 

当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)      △９０２，２７５円 

前期末支払資金残高(12)           ５８，７１６，８９４円 

当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)      ５７，８１４，６１９円 

３ 指定期間 

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

施設運営 ・老人に対し、健全ないこいの場を提供し、老人の心身の健康

増進を図ることを基本方針として、介護予防や教養講座など諸

事業の実施を通じ、快適で良質な高齢者福祉サービスの提供を

推進する。 

・近隣の学校や福祉施設、関係機関等と連携を図り、地域コミ

ュニティ施設としての機能を果たすよう努める。 

６ 収支計画                            (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

３０年度 年度 年度 年度 合 計 

 収  入 5,683 - - - 5,683

 指定管理料 5,683 - - - 5,683

 利用料金  0 - - - 0

 その他の収入 0 - - - 0

支  出 5,683 - - - 5,683
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別紙 

川崎市等々力老人いこいの家の指定管理予定者の選定結果について 

１ 非公募による更新 

  指定管理予定者：社会福祉法人川崎市中原区社会福祉協議会 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

圷  洋一（日本女子大学 人間社会学部准教授） 

新井 努 （新井公認会計士事務所） 

小林 俊子（田園調布学園大学 人間福祉学部教授） 

本所 靖博（明治大学 農学部専任講師） 

村井 祐一（田園調布学園大学 人間福祉学部教授） 

３ 選定理由 

  選定された団体の提案は、仕様書に定めた標準的な条件を満たす提案がなされ、事業

内容や収支計画も妥当であること、また、安定的な施設運営が見込まれるとともに、高

齢者福祉に寄与する点でも期待を持てるものであり、次に掲げる事項を総合的に評価し

た。 

（１）事業目的の達成とサービス向上への取組 

    当該事業の目的や仕様等を十分理解した上で、地域に根ざした施設としての地域交

流に関する取組や、虚弱な高齢者を対象とした介護予防に資する取組などを評価し

た。 

（２）事業経営計画と管理経費縮減等の取組 

    事業計画と整合性が取れた経費見積となっているところなどを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

    事業を安定的に執行するための職員体制を提案しているところなどを評価した。 

（４）法人自身に関する項目 

    安定した財政基盤を有しているとともに、老人いこいの家や老人福祉センターを指

定管理者として管理運営している実績があり、それらの運営実績を踏まえた提案と

なっているところなどを評価した。 

（５）法人の取組に関する事項 

    コンプライアンス、個人情報保護への認識が示されているとともに、現在実施して

いる事業について情報公開が十分になされているところなどを評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６００点以上） 

選定基準 配点 
指定管理 

予定者 

①事業目的の達成とサービス向上への取組 ４００点 ２４２点

②事業経営計画と管理経費縮減等の取組 ３００点 １７８点

③事業の安定性及び継続性の確保への取組 １５０点 ９０点

④法人自身に関する項目 １００点 ７０点

⑤法人の取組に関する事項 ５０点 ３１点

実績評価点 

（標準を0点として、加減点） 
０点

合  計 １，０００点 ６１１点

５ 提案額 

  ５，６８３千円 
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議案第１４６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 井田重度障害者等生活施設 

(2) 所在地 川崎市中原区井田３丁目１６番１号 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 ア 通過型の施設として、地域生活へ移行するために総合的な支援

を行う。 

イ 身体障害、知的障害、精神障害の３障害に対応するとともに、

少人数ユニット形式の居住空間により、地域生活と同様の家庭的

な支援を行う。 

ウ 市内最大規模の定員２０名の短期入所を実施し、在宅で暮らす

障害者の地域生活を支援する。 

エ 毎夜間、看護職員を配置することにより、医療的ケアが必要な

利用者の受け入れを行う。 

(5) 施設の事業内容 ア 施設入所支援に関すること。

イ 生活介護に関すること。

ウ 自立訓練に関すること。

エ 短期入所に関すること。

オ 精神障害者（その疑いのある者を含む。）に対し、当該精神障害

者が入所して生活能力の向上のために必要な訓練等を体験するこ

とを目的として一時的に居室その他の施設において家事等の日常

生活能力の向上のために必要な訓練その他の生活能力の向上のた

めに必要な便宜の供与をすること。

カ その他目的を達成するために必要な業務に関すること。

(6) 現在の管理者 井田重度障害者等生活施設共同事業体（代表者（社福）育桜福祉会、

構成員（社福）川崎聖風福祉会） 

(7) 現在の管理運営費 １９０，１１２，０００円（年額）

２ 指定管理者となる団体の概要 

  桜の風共同事業体（代表者（社福）育桜福祉会、構成員（社福）川崎聖風福祉会） 

（代表者） 

名   称 （社福）育桜福祉会

所 在 地 川崎市中原区西加瀬１０番３号

代 表 者 名 理事長 星 栄

設 立 年 月 昭和５６年２月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ２６億３，４３４万１，２０２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事６名、監事２名、職員４１１名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を

地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２９年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 障害者支援施設の経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 障害福祉サービス事業の経営
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 イ 相談支援事業の経営

 ウ 地域生活支援事業の経営

 エ 身体障害者福祉センターの経営

（３）収益を目的とする事業

 ア 障害者ふれあいショップの設置経営

決   算 
（平成２８年度） 

① 事業活動による収支 

 事業活動収入計     ２，１７８，８７６，７５７円 

 事業活動支出計     １，９９８，３４２，８３６円 

 事業活動資金収支差額    １８０，５３３，９２１円・・・（１） 

② 施設整備等による収支 

施設整備等収入計       ５３，８７３，０８７円 

施設整備等支出計       ９９，８９３，３３３円 

施設整備等資金収支差額   △４６，０２０，２４６円・・・（２） 

③ その他の活動による収支 

 その他の活動収入計       ８，６６４，７００円 

 その他の活動支出計      ５２，９３１，３００円 

 その他の活動資金収支差額  △４４，２６６，６００円・・・（３） 

④当期資金収支差額       ９０，２４７，０７５円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高     ６１９，７８６，４５１円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高     ７１０，０３３，５２６円 

（（４）＋（５）） 

（構成員） 

名   称 （社福）川崎聖風福祉会

所 在 地 川崎市川崎区池上新町３丁目１番地８

代表者名 理事長 磯上 充

設立年月 昭和４３年８月

基本財産  

又は資本の額 
資産総額 ２０億３，９６８万４，５５２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事６名、監事２名、職員２４２名 

設立目的  多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を

地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。 

事業概要  
（平成２９年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 救護施設の経営

 イ 養護老人ホームの経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 障害福祉サービス事業の経営

 イ 相談支援事業の経営

 ウ 地域生活支援事業の経営

 エ 老人デイサービス事業の経営

 オ 老人居宅介護等事業の経営

（３）公益を目的とする事業

 ア 居宅介護支援事業の経営

決   算 ① 事業活動による収支 

6



（平成２８年度）  事業活動収入計     １，３１７，９２９，２１８円 

 事業活動支出計     １，２０１，０８５，０１９円 

 事業活動資金収支差額    １１６，８４４，１９９円・・・（１） 

② 施設整備等による収支 

施設整備等収入計       １８，３８１，８００円 

施設整備等支出計       ３７，７５５，２１８円 

施設整備等資金収支差額   △１９，３７３，４１８円・・・（２） 

③ その他の活動による収支 

 その他の活動収入計       ８，２９５，０６０円 

 その他の活動支出計      ６８，８１９，５００円 

 その他の活動資金収支差額  △６０，５２４，４４０円・・・（３） 

④当期資金収支差額       ３６，９４６，３４１円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高     ３３５，０５９，４７５円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高     ３７２，００５，８１６円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1)地域生活を支え、継続するための支援を行う、通過型施設をめ

ざす。 

(2)暮らす施設から社会生活力を獲得する施設とします。 

(3)在宅支援の拠点施設をめざす。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

（さくらユニット） 

(1)日常の安定した生活への支援（ユニットでの生活支援） 

(2)地域移行を目指した支援 

(3)多様な日中活動の支援 

(4)自立訓練（機能訓練）の支援 

(5)短期入所による支援 

（もみの木ユニット） 

(1)地域生活を前提とした日常生活の支援（ユニットでの生活支

援） 

(2)自立訓練（生活訓練）の支援 

(3)短期入所による支援 

(4)体験宿泊による支援 

他機関等との連携について

の考え方 

(1)障害者更生相談所（障害者センター）、保健福祉センター等の

公的機関との日常的な連携 

(2)相談支援機関との連携 

(3)通所施設などの地域の支援機関との連携 

(4)地域移行後支援（アフターフォロー）の強化 

(5)一時的・緊急的な入所機能の活用が必要な場合の緊急的なバッ

クアップ機能の推進 
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(6)自立支援協議会との連携 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

(1)専門的支援体制の確立 

(2)職員の育成と専門性の向上 

(3)地域定着支援の強化推進 

(4)地域移行のステップアップ方式の定着（陽光ホームとの連携強

化） 

(5)日中活動の独立（職住分離体制の整備）  

上乗せ提案 （さくらユニット） 

 施設入所支援の空床を活用して生活基盤の崩れかけた方を一定

期間受け入れて生活を整える「ミドルステイ」、児童施設での年

齢超過児の受け入れについて、行政との協議の中で制度的な整理

を行い定着化できるよう取り組みを進めていく。 

（もみの木ユニット） 

 宿泊型自立訓練の利用を終えた方に実際に地域で生活を営まれ

ている経験などを語っていただき、ピア活動の機会を提供する。 

６ 収支計画                               (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 合 計 

 収  入 674,659 674,659 674,659 674,659 674,659 3,373,295

自立支援費等収入 338,371 338,371 338,371 338,371 338,371 1,691,855

 川崎市加算 107,121 107,121 107,121 107,121 107,121 535,605

 指定管理料 174,926 174,926 174,926 174,926 174,926 874,630

 その他の収入 54,241 54,241 54,241 54,241 54,241 271,205

支  出 669,518 671,819 673,937 676,050 677,921 3,369,245
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別紙 

井田重度障害者等生活施設の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 桜の風共同事業体 

（代表者（社福）育桜福祉会、構成員（社福）川崎聖風福祉会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】 隆島 研吾 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授） 

【学識経験者】 渡部 匡隆 （横浜国立大学大学院教育学研究科教授） 

【学識経験者】 菅野 到  （医療法人社団慶神会武田病院 精神科医師） 

【学識経験者】 長見 英知 （湘南精神保健福祉士事務所 精神保健福祉士） 

【財務の専門家】 谷川 淳  （公認会計士） 

３ 選定理由 

次期指定管理業務に関して仕様書に沿った提案がなされており、事業や収支の計画も妥当と

言える。また、これまでの運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれ

ること等を評価し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成及びサービスの向上 

  通過型の施設として、地域生活へ移行するなどの当該施設のコンセプトを十分に理解し、ま

た今までの運営実績を生かしたかたちで、施設の管理運営に係る適切な基本方針や事業計画等

について具体的な提案がなされていた。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

  効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた収

支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

  提案された職員体制が充実していること、職員の確保策や職員の資質向上に向けた取組が具

体的であることなどを評価した。 

（４）応募団体自身に関する項目 

  当該施設に加えて類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安

定した施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

  情報公開の取組、コンプライアンス遵守のための取組等を評価した。 

（６）その他の事項 

  特別支援学校生徒の施設体験利用事業や、地域生活支援ＳＯＳかわさき事業といった地域に

おける公益的活動に関する提案等を評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６３０点以上） 

選定基準 配点 桜の風共同事業体 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２７１点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １８５点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １４８点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ６８点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４９点

基準評価 合計 １，０００点 ７２１点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３４点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
５３点

総合計 １，０５０点 ８０８点

５ 提案額 

年   額  １７４，９２６，０００円 

指定期間計  ８７４，６３０，０００円  

10



議案第１４６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 社会復帰訓練所 

(2) 所在地 川崎市高津区末長１丁目３番８号 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 障害者総合支援法第５条第１３項及び第１４項の規定に基づき、在

宅の障害者に対して、創作的活動や生活能力の向上のために必要な

訓練、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職

活動に関する支援等一般就労に向けた支援の提供等を行い、もって

利用者の自立の促進や在宅生活の質の向上を図ることを目的とす

る。 

(5) 施設の事業内容 ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第５条第 13項に規定する就労移行支援に関すること。
イ 就労継続支援に関すること。

ウ その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(6) 現在の管理者 （社福）川崎聖風福祉会 

(7) 現在の管理運営費 ４，７０３，０００円（年額）

２ 指定管理者となる団体の概要 

名   称 （社福）川崎聖風福祉会

所 在 地 川崎市川崎区池上新町３丁目１番地８

代 表 者 名 理事長 磯上 充

設 立 年 月 昭和４３年８月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ２０億３，９６８万４，５５２円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事６名、監事２名、職員２４２名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を

地域社会において営むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２９年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 救護施設の経営

 イ 養護老人ホームの経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 障害福祉サービス事業の経営

 イ 相談支援事業の経営

 ウ 地域生活支援事業の経営

 エ 老人デイサービス事業の経営

 オ 老人居宅介護等事業の経営

（３）公益を目的とする事業

 ア 居宅介護支援事業の経営

決   算 
（平成２８年度） 

① 事業活動による収支 

 事業活動収入計     １，３１７，９２９，２１８円 

 事業活動支出計     １，２０１，０８５，０１９円 

 事業活動資金収支差額    １１６，８４４，１９９円・・・（１） 

② 施設整備等による収支 
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施設整備等収入計       １８，３８１，８００円 

施設整備等支出計       ３７，７５５，２１８円 

施設整備等資金収支差額   △１９，３７３，４１８円・・・（２） 

③ その他の活動による収支 

 その他の活動収入計       ８，２９５，０６０円 

 その他の活動支出計      ６８，８１９，５００円 

 その他の活動資金収支差額  △６０，５２４，４４０円・・・（３） 

④当期資金収支差額       ３６，９４６，３４１円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高     ３３５，０５９，４７５円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高     ３７２，００５，８１６円 

（（４）＋（５）） 

３ 指定期間 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

・就労継続Ｂ型事業において、就労移行支援事業に向けての準備

段階としての利用も視野に入れ、社会での就労をイメージできる

ような支援を行うとともに、就労に向けての生活場面における支

援、交流活動のサポートを行う。 

・就労移行支援事業において、就労を希望する方に、施設内作業

だけでなく企業における職場実習や、請負作業、アルバイト等の

経験をしていただきながら、実践的な就労準備のための支援を行

う。またコミュニケーションセミナーや就労支援セミナーなどを

積極的に行い、意欲的かつ長期的に就業できる職場を一緒に探し

ていく。就労後は、企業や他の支援機関と連携し職場環境や業務

内容の改善、工夫を含めたフォローアップを行う。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

・個別の状況や準備段階に合わせて、効果的なプログラムを実施

する。 

・日課に合わせた定期的な通所を通して、基礎的生活習慣、集団

生活におけるマナーやルールの習得、コミュニケーションスキル

等を身に付ける支援を行う。 

他機関等との連携について

の考え方 

・就労支援センター、ハローワーク、相談支援センター、保健福

祉センター、医療機関などの支援機関と連携し、就労支援を計画

的、継続的に実施していく上で生活支援、健康管理など就労以外

のサポートをすることによって安定的な就労、生活及び健康の維

持を図る。 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

・就労希望のない利用者や高齢化により作業プログラムの適応が

難しい利用者への支援。 

・幅広い年齢層の受け入れをすすめ、就労に対する意欲と生活の

バランスを取りながら地域で安心して暮らせるよう、関係機関と

の連携を図る。 

・就労移行プログラムの見直しを段階的に実施し、就労移行支援
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事業の充実を図る。 

・就職した利用者の離職率を減らすために、定着支援と他機関と

の連携を強化し長期安定就労の実現を目指す。 

・施設の老朽化による備品、設備等のメンテナンス、買い替え等、

環境整備、美化に力を入れる。 

上乗せ提案 ・法人内の多岐に渡っている事業と連携した上で活用して、他の

関係機関との情報共有を図り、利用者の生活をきめ細やかに支え

ていく。 

・医療観察法や触法などの通所ニーズに対して、社会復帰調整官

や関係機関との連絡調整を行い利用者の自立に向けた地域生活の

支援をしていく。 

６ 収支計画                               (単位：千円)

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 合 計 

 収  入 32,971 34,121 35,272 35,272 36,421 174,057

自立支援費等収入 23,581 24,495 25,409 25,409 26,322 125,216

 川崎市加算 5,890 6,126 6,363 6,363 6,599 31,341

 指定管理料 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 17,500

支  出 32,507 33,921 34,608 34,608 35,657 171,301
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別紙 

社会復帰訓練所の指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 （社福）川崎聖風福祉会 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】 隆島 研吾 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授） 

【学識経験者】 渡部 匡隆 （横浜国立大学大学院教育学研究科教授） 

【学識経験者】 菅野 到  （医療法人社団慶神会武田病院 精神科医師） 

【学識経験者】 長見 英知 （湘南精神保健福祉士事務所 精神保健福祉士） 

【財務の専門家】 谷川 淳  （公認会計士） 

３ 選定理由 

  次期指定管理業務に関して仕様書に沿った提案がなされており、事業や収支の計画も妥当と

言える。また、これまでの運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれ

ること等を評価し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上 

  精神障害の特性と利用者の希望を踏まえた就労支援について、十分に理解し、また今までの

運営実績を生かしたかたちで、施設の管理運営に係る適切な基本方針や事業計画等について具

体的な提案がなされていた。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

  効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた収

支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

  提案された職員体制が充実している点のほか、職員の資質向上に向けた取組が具体的である

ことなどを評価した。 

（４）応募団体自身に関する項目 

  当該施設に加えて類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安

定した施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

  情報公開の取組、コンプライアンス遵守のための取組等を評価した。 

（６）その他の事項 

  地域住民と利用者が交流できるスペースの確保、地域生活支援ＳＯＳかわさき事業といった

地域における公益的活動に関する提案等を評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６３０点以上） 

選定基準 配点 (社福)川崎聖風福祉会 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２２１点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １６５点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １２３点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ６７点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ４８点

基準評価 合計 １，０００点 ６２４点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３４点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
１３点

総合計 １，０５０点 ６７１点

５ 提案額 

年   額   ３，５００，０００円 

指定期間計  １７，５００，０００円  
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議案第１４６号参考資料 

１ 管理を行わせる公の施設の概要 

(1) 名称 川崎市北部リハビリテーションセンター 

(2) 所在地 川崎市麻生区百合丘２丁目８番地２ 

(3) 設置条例 川崎市心身障害者総合リハビリテーションセンター条例 

(4) 設置目的 （百合丘障害者センター） 

障害者総合支援法に基づき、在宅の重度の障害をお持ちの方また

はその介護者に対して、直接生活の場において、機能訓練、介護方

法の指導、保健指導、家屋改造、福祉用具等の各種相談・助言等、

訪問によるリハビリテーションサービスを実施し、福祉の増進を図

ることを目的とする。 

（百合丘日中活動センター） 

障害者総合支援法に規定する就労移行支援、就労継続支援（Ｂ型）、

生活訓練及び生活介護の事業をもって、利用者の自立の促進や在宅

生活の質の向上を図ることを目的とする。 

（百合丘地域生活支援センター） 

障害者総合支援法に規定する相談支援、地域活動支援センター及

び会議室を利用した交流推進の事業をもって、利用者の自立の促進

や在宅生活の質の向上を図ることを目的とする。 

(5) 施設の事業内容 「百合丘障害者センター」

ア 知的障害者更生相談所業務

イ 身体障害者更生相談所業務

ウ 精神保健福祉法第６条第２項第１号、第２号及び第５号に掲げ

る精神保健福祉センターとしての業務

エ 障害者及びその介護者に対する専門的な相談に関すること。

オ 障害者に対する医学的、心理学的、社会学的及び職能的な診断、

治療、訓練、検査及び評価に関すること。

カ 障害者及びその介護者に対する介護方法の指導、健康指導その

他の便宜の供与に関すること。

キ 障害者に係る福祉用具の普及の促進に関すること。

ク その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

「百合丘日中活動センター」

ア 生活介護に関すること。

イ 自立訓練に関すること。

ウ 就労移行支援に関すること。

エ 就労継続支援に関すること。

オ その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

「百合丘地域生活支援センター」

ア 特定相談支援事業に関すること。

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第５条第 25項に規定する地域活動支援センターとしての業務
ウ 市民相互の交流を促進するために施設を利用に供すること。

エ その他設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(6) 現在の管理者 麻生区内複合福祉施設共同事業体（代表者（社福）川崎市社会福祉

事業団、構成員（特非）たま・あさお精神保健福祉をすすめる会） 

(7) 現在の管理運営費 ９６，２０９，９１４円（年額）
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２ 指定管理者となる団体の概要 

  麻生区内複合福祉施設共同事業体（代表者（社福）川崎市社会福祉事業団、構成員（特非）

たま・あさお精神保健福祉をすすめる会） 

（代表者） 

名   称 （社福）川崎市社会福祉事業団

所 在 地 川崎市高津区久地３丁目１３番１号

代 表 者 名 理事長 長谷川 忠司

設 立 年 月 昭和６１年２月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 ７４億２，８９２万５，２７３円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事６名、監事２名、職員１，０１７名 

設 立 目 的 多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創

意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健や

かに育成され、又はその有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営

むことができるよう支援することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２９年度） 

（１）第１種社会福祉事業

 ア 障害者支援施設の経営

 イ 特別養護老人ホームの経営

（２）第２種社会福祉事業

 ア 身体障害者福祉センターの経営

 イ 障害福祉サービス事業の経営

 ウ 地域活動支援センターの経営

 エ 一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児相談支援事業の経営

 オ 老人福祉センターの経営

 カ 老人短期入所事業の経営 

 キ 老人デイサービス事業の経営

 ク 介護保険法に基づく第１号通所介護事業の経営

 ケ 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業の経営

 コ 老人介護支援センターの経営

 サ 保育所の経営

 シ 児童厚生施設（児童館）の経営

 ス 放課後児童健全育成事業の経営

 セ 地域子育て支援拠点事業の経営

 ソ 障害児通所支援事業の経営

（３）公益を目的とする事業

 ア 居宅介護支援事業の経営

 イ 地域包括支援センターの受託

 ウ 川崎市シルバーハウジング生活援助員派遣事業の受託

エ 地域生活支援事業の受託

 オ 川崎市心身障害者総合リハビリテーション条例に基づく障害者

センターの受託

決   算 
（平成２８年度） 

① 事業活動による収支 

 事業活動収入計     ６，３８３，１００，７６８円 

 事業活動支出計     ５，８１３，１３８，３８５円 

 事業活動資金収支差額    ５６９，９６２，３８３円・・・（１） 
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② 施設整備等による収支 

施設整備等収入計       ７３，４７８，９０８円 

施設整備等支出計      １２４，９０２，４８６円 

施設整備等資金収支差額   △５１，４２３，５７８円・・・（２） 

③ その他の活動による収支 

 その他の活動収入計      １７，９７４，５２３円 

 その他の活動支出計     １４０，１２４，７６９円 

 その他の活動資金収支差額 △１２２，１５０，２４６円・・・（３） 

④当期資金収支差額      ３９６，３８８，５５９円・・・（４） 

（（１）＋（２）＋（３）） 

⑤前期末支払資金残高   ２，７０４，６９５，６１０円・・・（５） 

⑥当期末支払資金残高   ３，１０１，０８４，１６９円 

（（４）＋（５）） 

（構成員） 

名   称 （特非）たま・あさお精神保健福祉をすすめる会

所 在 地 川崎市多摩区登戸２９５９番地

代 表 者 名 理事長 三橋 良子

設 立 年 月 平成１７年６月

基 本 財 産 

又は資本の額 
資産総額 １億８，２２２万６５円 

職 員 数 

又は従業員数 
理事１０名、監事２名、職員５９名 

設 立 目 的 だれもが自分らしく豊かに暮らせるまちづくりをめざし、障害のある人の地域

生活および社会参加を支援する事業を展開し、地域精神保健福祉の促進に寄与

することを目的とする。 

事 業 概 要 
（平成２９年度） 

（１）保健、医療又は福祉の増進を図る活動

 ア 障害福祉サービス事業

 イ 相談支援事業

 ウ 地域生活支援事業

 エ 障害者の福祉に関する啓発・広報事業

 オ その他法人の目的を達成するために必要な事業

決   算 
（平成２８年度） 

① 事業活動による収支 

 事業活動収入計       ３２２，４５４，０５２円 

 事業活動支出計       ３０７，３４３，１９８円 

 事業活動資金収支差額     １５，１１０，８５４円・・・（１） 

② その他の活動による収支 

 その他の活動収入計         ３５７，２００円 

 その他の活動支出計      ４０，５５０，９５０円 

 その他の活動資金収支差額  △４０，１９３，７５０円・・・（２） 

③当期収支差額        △２５，０８２，８９６円・・・（３） 

（（１）＋（２）） 

④前期末収支差額       １１５，７７３，６２２円・・・（４） 

⑤次期繰越収支差額       ９０，６９０，７２６円 

（（３）＋（４）） 
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３ 指定期間 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

４ 選定結果 

別紙のとおり 

５ 事業計画 

（１）百合丘障害者センター及び百合丘日中活動センター 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

(1)センターの総合相談窓口としての役割を果たす。 

(2)生活している場での支援 

(3)地域の中の身近な相談機関としての役割を果たす。 

(4)センター館内の連携した支援 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1) 障害種別、年齢、疾患を問わず、全ての障害を対象として、

総合相談を実施する。 

(2)在宅リハビリテーションサービス 

(3)補装具外来を月４回、座位保持装置外来を月１回開催する。 

(4)他施設支援事業 

(5)福祉用具評価・普及事業 

(6)地域リハビリテーションの普及、地域支援者との連携等のため

の各種研修を開催する。 

他機関等との連携について

の考え方 

(1)保健福祉センターとの連携 

(2)障害者相談支援センターとの連携 

(3)医療機関との連携 

(4)障害計画課、地域包括ケア推進室などの行政機関との連携 

(5)神奈川県内リハビリテーションセンターとの連携 

(6)れいんぼう川崎、中部リハビリテーションセンター、更生相談

所南部支援室との連携 

(7)その他関係機関との連携 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

・センター館内の連携を強化。 

・リハビリテーションセンターに求められている専門性を発揮し

ながら、特に専門性が必要な高次脳機能障害、難病等、地域支援

者と共に支援を行う。 

・手帳が無い利用者やどのサービスでも対応できない制度の狭間

の利用者の支援を行う。 

上乗せ提案 （百合丘障害者センター） 

・市内専門機関、リハビリテーションセンターとの連携の強化を

行う。 

・地域リハビリテーションシステムの構築を行う。 

・高次脳機能障害者への積極的な支援の展開を行う。 

（百合丘日中活動センター） 

・就労移行支援において作業療法士、就労支援アドバイザー等の

専門職員を配置することにより、就労、復職率及び就労定着率を

高める。 

・自立訓練卒業者の地域活動支援として活動機会を設け、アフタ

ーフォローを実施する。 
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（２）百合丘地域生活支援センター 

項  目 事業内容 

障害者支援に対する考え

方、方向性、取組 

・ピアサポート活動などの仲間同士の支えあいや体験交流を大切

にして、一人ひとりが地域の中で自分らしく生きていくことを目

指す。 

施設運営計画（提供するサ

ービスの考え方、日課等） 

(1)地域活動支援センターＡ型 

(2)特定相談支援事業 

(3)精神障害者ピアサポーター養成・支援事業 

(4)交流促進事業 

他機関等との連携について

の考え方 

(1)関係機関や医療機関、家族等からの相談や見学を適宜受入れ

る。 

(2)センター主催の地域ネットワーク会議を開催する。 

(3)地域移行支援において、ピアと共に病院で行われるプログラム

に参加し、協同で退院応援に係る活動を行うように努める。 

(4)各種会議等へ参加し、職員のスキルアップに努める。 

課題の把握及び重点的な取

組についての考え方 

・個別支援、グループ支援、地域支援と各種支援サービスを行う。

・家族会との交流など関係機関との連携 

上乗せ提案 ・地域相談支援として、近隣医療機関と協同して精神科病院に入

院中の方の地域移行を行う。 

・精神保健福祉士実習指導者講習会を終了した者が、大学等から

の実習生に対する現場指導を行う。 

６ 収支計画 

（１）百合丘障害者センター                        (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 合 計 

 収  入 62,452 62,452 62,452 62,452 62,452 312,260

 指定管理料 62,102 62,102 62,102 62,102 62,102 310,510

その他の収入 350 350 350 350 350 1,750

支  出 67,557 67,932 70,585 68,729 68,976 343,779

（２）百合丘日中活動センター                      (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 合 計 

 収  入 132,165 132,165 132,165 132,165 132,165 660,825

自立支援費等収入 105,109 105,109 105,109 105,109 105,109 525,545

 川崎市加算 12,041 12,041 12,041 12,041 12,041 60,205

 指定管理料 11,265 11,265 11,265 11,265 11,265 56,325

その他の収入 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 18,750

支  出 121,367 122,066 118,630 121,759 119,352 603,174

（３）百合丘地域活動支援センター                    (単位：千円) 

項 目 
金額（消費税及び地方消費税を含む。) 

３０年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 合 計 

 収  入 37,470 37,528 37,586 37,644 37,702 187,930

自立支援費等収入 1,317 1,375 1,433 1,491 1,549 7,165

 指定管理料 34,903 34,903 34,903 34,903 34,903 174,515

負担金収入 750 750 750 750 750 3,750
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会議室利用料 300 300 300 300 300 1,500

その他の収入 200 200 200 200 200 1,000

支  出 37,470 37,528 37,586 37,644 37,702 187,930
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別紙 

川崎市北部リハビリテーションセンターの指定管理者の選定結果について 

１ 応募状況 

 応募団体：１団体 麻生区内複合福祉施設共同事業体 

         （代表者（社福）川崎市社会福祉事業団、構成員（特非）たま・あさお精

神保健福祉をすすめる会） 

２ 指定管理者選定評価委員会委員 

【学識経験者】 隆島 研吾 （神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部教授） 

【学識経験者】 渡部 匡隆 （横浜国立大学大学院教育学研究科教授） 

【学識経験者】 菅野 到  （医療法人社団慶神会武田病院 精神科医師） 

【学識経験者】 長見 英知 （湘南精神保健福祉士事務所 精神保健福祉士） 

【財務の専門家】 谷川 淳  （公認会計士） 

３ 選定理由 

次期指定管理業務に関して仕様書に沿った提案がなされており、事業や収支の計画も妥当と

言える。また、これまでの運営状況も良好であり、今までどおり安定した施設運営が見込まれ

ること等を評価し、当該団体を選定した。 

（１）施設の設置目的の達成とサービスの向上 

 地域リハビリテーションの理念の下、在宅障害者の自立を支援するということについて十分

に理解し、また今までの運営実績を生かしたかたちで、施設の管理運営に係る適切な基本方針

や事業計画等について具体的な提案がなされていた。 

（２）施設機能の発揮と管理経費の縮減 

 効率的な施設運営に対する考え方・方針が明確に示されており、事業計画と整合がとれた収

支計画となっている点などを評価した。 

（３）事業の安定性及び継続性の確保への取組 

 提案された職員体制が充実している点のほか、職員の資質向上に向けた取組などを評価した。 

（４）応募団体自身に関する項目 

 当該施設に加えて類似施設の運営実績が豊富であり、運営実績を踏まえた提案がなされ、安

定した施設の管理運営が見込まれることを評価した。 

（５）応募団体の取組に関する事項 

 情報公開の取組等を評価した。 

（６）その他の事項 

 実習生の受入れや地域住民が集まる場への講師派遣による地域交流と障害者理解の推進と

いった提案を評価した。 
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４ 審査結果（※基準点６３０点以上） 

選定基準 配点 
麻生区内複合福祉施設共同

事業体 

基
準
評
価
項
目

①施設の設置目的の達成及びサ

ービスの向上 
３５０点 ２２６点

②施設機能の発揮と管理経費の

縮減 
２７５点 １７６点

③事業の安定性及び継続性の確

保への取組 
２００点 １３２点

④応募団体自身に関する事項 
１００点 ６３点

⑤応募団体の取組に関する事項 
７５点 ３９点

基準評価 合計 １，０００点 ６３６点

加
算
評
価
項
目

その他の事項 

（地域における公益的な活動） 
５０点 ３４点

実績評価点 

（標準を０点として、加減点） 
５３点

総合計 １，０５０点 ７２３点

５ 提案額 

年   額  １０８，２７０，０００円 

指定期間計  ５４１，３５０，０００円  
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